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防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
六
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
五
（
第
九
条
の
八
関
係
）

別
表
第
五
（
第
九
条
の
八
関
係
）

種

類

支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲

支
給
額

種

類

支
給
さ
れ
る
職
員
の
範
囲

支
給
額

災
害
派

（
略
）

（
略
）

災
害
派

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六

作
業
一
日
に
つ
き
千

遣
等
手

遣
等
手

年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
に
基

六
百
二
十
円
（
災
害

当

当

づ
く
災
害
対
策
本
部
の
設
置
に
係

対
策
基
本
法
に
基
づ

る
災
害
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別

く
警
戒
区
域
及
び
原

措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百

子
力
災
害
対
策
特
別

五
十
六
号
）
に
基
づ
く
原
子
力
災

措
置
法
に
基
づ
く
緊

害
対
策
本
部
の
設
置
に
係
る
災
害

急
事
態
応
急
対
策
実

（
以
下
「
原
子
力
災
害
」
と
い
う

施
区
域
並
び
に
こ
れ

。
）
そ
の
他
の
防
衛
大
臣
の
定
め

ら
に
準
ず
る
危
険
な

る
大
規
模
な
災
害
（
原
子
力
災
害

区
域
と
し
て
防
衛
大

の
う
ち
防
衛
大
臣
の
定
め
る
も
の

臣
の
定
め
る
も
の
に

及
び
災
害
対
策
基
本
法
第
二
十
八

お
け
る
作
業
並
び
に

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
緊

特
に
生
命
に
著
し
い

急
災
害
対
策
本
部
の
設
置
に
係
る

危
険
を
伴
う
作
業
と
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災
害
（
以
下
「
特
定
大
規
模
災
害

し
て
防
衛
大
臣
の
定

」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
が
発

め
る
も
の
（
一
日
従

生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
自
衛
隊

事
職
員
の
作
業
を
除

法
第
八
十
三
条
又
は
第
八
十
三
条

く
。
）
に
あ
つ
て
は

の
三
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た

、
三
千
二
百
四
十
円

職
員
で
あ
つ
て
、
遭
難
者
等
の
捜

）

索
救
助
、
水
防
活
動
、
道
路
若
し

く
は
水
路
の
啓
開
そ
の
他
の
防
衛

大
臣
の
定
め
る
危
険
若
し
く
は
困

難
等
を
伴
う
救
援
等
の
作
業
に
引

き
続
き
二
日
以
上
従
事
す
る
も
の

又
は
特
に
生
命
に
著
し
い
危
険
を

伴
う
作
業
と
し
て
防
衛
大
臣
の
定

め
る
も
の
に
従
事
す
る
も
の
（
引

き
続
き
二
日
以
上
従
事
す
る
者
を

除
く
。
以
下
「
一
日
従
事
職
員
」

と
い
う
。
）

原
子
力
災
害
の
う
ち
防
衛
大
臣
の

作
業
一
日
に
つ
き
、

原
子
力
災
害
の
う
ち
防
衛
大
臣
の

作
業
一
日
に
つ
き
、

定
め
る
も
の
又
は
特
定
大
規
模
災

次
の
作
業
の
区
分
に

定
め
る
も
の
又
は
特
定
大
規
模
災

次
の
作
業
の
区
分
に

害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、

応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次

害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、

応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次

自
衛
隊
法
第
八
十
三
条
又
は
第
八

に
定
め
る
額

自
衛
隊
法
第
八
十
三
条
又
は
第
八

に
定
め
る
額

十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
派
遣

原
子
力
災
害
の
う
ち

十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
派
遣

原
子
力
災
害
の
う
ち

さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
遭
難
者

防
衛
大
臣
の
定
め
る

さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
、
遭
難
者

防
衛
大
臣
の
定
め
る

等
の
捜
索
救
助
、
水
防
活
動
、
道

も
の
に
お
け
る
作
業

等
の
捜
索
救
助
、
水
防
活
動
、
道

も
の
に
お
け
る
作
業

路
又
は
水
路
の
啓
開
そ
の
他
の
防

四
万
二
千
円
を
超

路
又
は
水
路
の
啓
開
そ
の
他
の
防

四
万
二
千
円
を
超
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衛
大
臣
の
定
め
る
危
険
又
は
困
難

え
な
い
範
囲
内
で
防

衛
大
臣
の
定
め
る
危
険
又
は
困
難

え
な
い
範
囲
内
で
防

等
を
伴
う
救
援
等
の
作
業
に
従
事

衛
大
臣
の
定
め
る
額

等
を
伴
う
救
援
等
の
作
業
に
従
事

衛
大
臣
の
定
め
る
額

す
る
も
の

特
定
大
規
模
災
害
に

す
る
も
の

特
定
大
規
模
災
害
に

お
け
る
作
業

六
千

お
け
る
作
業

六
千

四
百
八
十
円
を
超
え

四
百
八
十
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
で
防
衛

な
い
範
囲
内
で
防
衛

大
臣
の
定
め
る
額

大
臣
の
定
め
る
額

災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
災
害

作
業
一
日
に
つ
き
千

対
策
本
部
の
設
置
に
係
る
災
害
、

六
百
二
十
円
を
超
え

原
子
力
災
害
そ
の
他
の
防
衛
大
臣

な
い
範
囲
内
で
、
防

の
定
め
る
災
害
が
発
生
し
た
地
方

衛
大
臣
の
定
め
る
額

公
共
団
体
の
区
域
に
派
遣
さ
れ
、

関
係
行
政
機
関
そ
の
他
の
関
係
者

と
の
連
絡
調
整
の
作
業
に
従
事
す

る
職
員
（
自
衛
隊
法
第
八
十
三
条

又
は
第
八
十
三
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
を
除
く
。

）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）


